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指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 茂庭苑 
                  （短期入所生活介護） 

 
重  要  事  項  説  明  書 

 
当事業所は、介護保険の指定を受けています。 

指 定 番 号 ０４７５４００２０６号 

 

   あなたに対する、居宅サービスの提供開始に当たり、厚生労働省令３７号 

第１２５条に基づいて、当事業者があなたに説明すべき事業は、次のとおりです。 
  

１ 施設経営法人(事業者) 

事業者の名称 社会福祉法人 宮城県福祉事業協会 

事業者の所在地 宮城県仙台市太白区茂庭台２丁目１５番２０号 

法人種別 社会福祉法人 

代表者氏名 会 長   阿 部  達 

電話番号 ０２２－３９９－７５５０ 

 

２ ご利用施設(事業所) 

施設の名称 特別養護老人ホーム 茂 庭 苑 

施設の所在地 宮城県仙台市太白区茂庭台２丁目１５番２０号 

施設長名（管理者） 苑 長   若 松 覚 

電話番号 ０２２－２８１－１３３０ 

ファクシミリ番号 ０２２－２８１－１３５７ 

 

３ 事業目的と運営方針 

事業の目的 
この事業は、利用される高齢者及び身体障害者に対して、適正な介護サ

ービス（介護予防サービスを含む）を提供することを目的とする。 

運営方針 

１ 利用者様の人権を尊重し、常に利用者様の立場に沿った施設サービ

スを提供する。 

２ 施設サービス計画に基づき、可能な限り、利用者様が有する能力に

応じた自立した日常生活を営むことができるように、入浴・排泄・

食事等の介護、その他の日常生活の援助と、機能訓練を行うことに

より、利用者様の心身機能の維持向上に努める。 

３ 家族や地域との結びつきを重視し、医療・保健・福祉等の関係機関

や団体と連携を確立し、事業を推進する。 

４ 地域から信頼される、開かれた施設運営を目指します。 

 

４ 施設の概要 

（１） 敷地及び建物 

敷      地  １１，０１１平方㍍ 

建物 

構造  鉄筋コンクリート造り２階建て（耐火建築） 

延べ床面積  ４，７４９．８９平方㍍ 

利用定員  １３０名（内短期入所３０名） 
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（２）居室 

居室の種類 室 数 備   考 

１人部屋 １９室 従来型個室 13室 ※多床室扱い 6室 

２人部屋 １４室  

３人部屋 １室  

４人部屋 ２０室  

※指定基準面積 10.65㎡に満たない個室。 

＊ご契約者から、居室変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により、施設で

その可否を決定します。また、ご利用者様の心身の状況により居室変更する場合がありま

す。 
 

（３）主な設備 

設備の種類 室 数 備  考 

食堂 ２室  

機能訓練室 ２室  

一般浴室 ２室 特殊浴槽・リフト浴・一般浴 

機械浴室 ２室  

医務室 １室  

ディルーム ６箇所  

 

＊上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に設置が義務付けられ

ている施設・設備です。 
 

５ 職員体制（主たる職員 長期入所生活介護含む） 

従事者の職種 員数 

区   分  

従事者の 

指定基準 
常勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

苑長 １ １    １ 

相談員 ３ ３    ２ 

介護員 ５６ ４８  ５  ４０ 

看護師 ９ ４ ３ ２  ４ 

機能訓練指導員 １ １    １ 

介護支援専門員 ２ １ １   １ 

医師  （内科） 

  （精神科） 

４ 

１ 
   

２ 

１ 
 

管理栄養士 １ １    １ 

  

利用者様３名に対して介護員・看護師は、１名以上の配置基準で行います。 
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６ 職員の勤務体制（長期入所生活介護含む） 

従事者の職種 勤務体制 業務内容 

苑 長 ・ 常勤（９：００～１８：００） 施設業務の統括管理 

生活相談員 ・ 常勤（８：３０～１７：３０） 

ご利用者様の日常生

活上の相談、及び生

活支援等 

 介護員 

・ 早番 (６：００～１５：００) 

(６：３０～１５：３０) 

(７：００～１６：００) 

ご利用者様の日常生

活上の介護及び保健

衛生の管理 

・ 日勤 (８：００～１７：００) 

(８：３０～１７：３０) 

・ 遅番 (９：３０～１８：３０) 

(１０：００～１９：００） 

(１０：３０～１９：３０） 

(１１：００～２０：００） 

・ 夜勤 (１６：００～翌９：００） 

(１６：１５～翌９：１５） 

(１６：３０～翌９：３０） 

 

看護師 

・ 早番 (７：００～１６：００) 

ご利用者様の健康管

理や療養上のお世話

等 

・ 日勤 (８：００～１７：００)  

(８：３０～１７：３０) 

・ 中番 (９：００～１８：００) 

・ 遅番 (１１：００～２０：００) 

 夜間については、オンコール体制で

緊急時に備えます。 

機能訓練指導員 ・ 常勤（８：３０～１７：３０） 機能訓練計画の作成 

介護支援専門員 ・ 常勤（８：３０～１７：３０） 
施設サービス計画の

作成等 

 

医 師 

内 科（週１回火曜日） 

(１２：００～１４：００) 

精神科（第２水曜日） 

(１２：００～１４：００) 

ご利用者様の健康管

理 

管理栄養士 ・ 常勤（８：３０～１７：３０） 
食事サービス全般の

事務及び栄養管理 
 

 

７ 営業日及びご利用の予約 

 

営業日 

 

年中無休ですが、入退所時間は、９時から１７時までとなっ

ております。 

 

ご予約の方法 

 

利用の予約は、希望される期間の初日の 3ヶ月前から受け付

けております。 
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８ 施設サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス 

種 類 内   容 

 

食事の介護 

(食費は別途) 

 

・ 管理栄養士の献立により、栄養バランスと身体状況、及び施行を

配慮した食事を提供します。 

・ ご利用者様の自立支援に向けて、離床して食堂で食べていただ

くように配慮しています。 

・ (食事時間) 

朝食 7時 45分～ 昼食 12時 00分～ 夕食 18時 00分～ 

排 泄 
・ ご利用者様の状況に応じて、適切な排泄介助を行うとともに、

排泄の自立についても、適切な援助を行います。 

入 浴 
・ １週間に２回以上の入浴または清拭を行います。 

・ 寝たきり等では、機械浴槽を使用して入浴も可能です。 

離床・着替え 

・整容等 

・ 寝たきり防止に向けて、出来る限り離床の支援を配慮します。 

・ 生活リズムを考え、毎朝・夕の着替えを行うよう配慮します。 

・ シーツ交換は、週１回と随時。寝具の消毒を実施します。 

機能訓練 
・ ご利用者様の身体状況に応じて、日常生活を送るのに必要な、機

能の回復や低下を防止するための訓練を行います。 

健康管理 

・ 医師や看護師が健康管理と療養上の指導を行います。 

【当施設の嘱託】 

氏   名 ： 二井谷 友公  瀬田 拓 

        後藤 高明 

診 療 科 ： 内科 （嘱託病院 ないとうクリニック） 

診 療 日 ： 毎週火曜日 （１２：００～１４：００） 

氏   名 ： 高橋 克 

診 療 科 ： 精神科 

（嘱託病院 高橋メンタルクリニック） 

診 療 日 ： 第２水曜日（１２：００～１４：００） 

緊急時の対応 

・ 介護者の疾病や、やむを得ない事情がある場合は、速やかにショ

ートステイの受け入れを行います。 

・ ショートステイ利用中の急変時、緊急時においては、家族・主治

医・嘱託医・協力病院に速やかに連絡をとり、協議の上、適時適

確な対応を行います。 

生活相談 
・ 生活相談員等に、日常生活に関することなど気楽に相談で 

きます。 

送迎区域 

・ 青葉区  上愛子、下愛子、愛子東、愛子中央、錦ヶ丘、栗生 

・ 太白区  全域 

・ 名取市  相互台、ゆりが丘、みどり台、那智が丘。 

・ 上記以外の区域は、相談にて対応させていただきます。 

その際は、５００円追加になります。  
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９ 費用 

 

(１) 介護保険サービス利用料金 

１日の利用者様自己負担額の概算利用料金表です。 

 

＊負担割合につきましては、「介護保険負担割合証」に記載の負担割合でお支払いいた

だきます。 

(従来型個室）                       

     費 目 

介護度 
基本サービス費 食事費 居住費 介護費用計 

要支援 1（446単位） 

1割負担 461 

1,445 1,171 

3,077 

2割負担 922 3,538 

3割負担 1,383 3,999 

要支援 2（555単位） 

1割負担 574 

1,445 1,171 

3,190 

2割負担 1,147 3,763 

3割負担 1,720 4,336 

要介護度 1（596単位） 

1割負担 616 

1,445 1,171 

3,232 

2割負担 1,232 3,848 

3割負担 1,847 4,463 

要介護度 2（665単位） 

1割負担 687 

1,445 1,171 

3,303 

2割負担 1,374 3,990 

3割負担 2,061 4,677 

要介護度 3（737単位） 

1割負担 762 

1,445 1,171 

3,378 

2割負担 1,523 4,139 

3割負担 2,284 4,900 

要介護度 4（806単位） 

1割負担 833 

1,445 1,171 

3,449 

2割負担 1,665 4,281 

3割負担 2,498 5,114 

要介護度 5（874単位） 

1割負担 903 

1,445 1,171 

3,519 

2割負担 1,806 4,422 

3割負担 2,709 5,325 

1単位： 10.33円 

 

仙台市は 6級地のため、１単位は 10.33円です。 そのため、利用料金は、利用回数

などにより金額が若干変わります。 

＊介護負担 2割の場合は、体制加算も 2割負担となります。 

＊3割負担の場合も同様に、体制加算も 3割負担になります 
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(多床室)    
     費 目 

介護度 
基本サービス費 食事費 居住費 介護費用計 

要支援 1（446単位） 

1割負担 461 

1,445 855 

2,761 

2割負担 922 3,222 

3割負担 1,383 3,683 

要支援 2（555単位） 

1割負担 574 

1,445 855 

2,874 

2割負担 1,147 3,447 

3割負担 1,720 4,020 

要介護度 1（596単位） 

1割負担 616 

1,445 855 

2,916 

2割負担 1,232 3,532 

3割負担 1,847 4,147 

要介護度 2（665単位） 

1割負担 687 

1,445 855 

2,987 

2割負担 1,374 3,674 

3割負担 2,061 4,361 

要介護度 3（737単位） 

1割負担 762 

1,445 855 

3,062 

2割負担 1,523 3,823 

3割負担 2,284 4,584 

要介護度 4（806単位） 

1割負担 833 

1,445 855 

3,133 

2割負担 1,665 3,965 

3割負担 2,498 4,798 

要介護度 5（874単位） 

1割負担 903 

1,445 855 

3,203 

2割負担 1,806 4,106 

3割負担 2,709 5,009 
  

 

 

仙台市は 6級地のため、１単位は 10.33円です。 そのため、利用料金は、利用回数

などにより金額が若干変わります。 

 

＊介護負担 2割の場合は、体制加算も 2割負担となります。 

 

＊3割負担の場合も同様に、体制加算も 3割負担になります 
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加 算 

送迎体制 加算あり 184単位 190円 

看護体制加算 加算(Ⅲ)ロあり 6単位 6円 

看護体制加算 加算（Ⅳ）ロあり 13単位 13円 

夜勤職員配置加算 加算あり 13単位 13円 

サービス提供体制強化加算 加算（Ⅰ）あり 22単位 23円 

緊急短期入所受入加算 緊急受入時のみ(最大 14日) 90単位 92円 

認知行動、心理症状緊急受入加算 医師の判断時(最大 7日) 200単位 206円 

若年性認知症受入加算 加算あり 120単位 123円 

認知症専門ケア加算 加算(Ⅰ)ロあり 3単位 3円 

療養食加算 加算あり 1食 8単位 8円 

生活機能向上連携加算 加算あり 200単位/月 206円 

介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)あり 8.3％  

介護職員等特定処遇改善加算 加算(Ⅰ)あり 2.7％  

介護職員等ベースアップ支援加算 加算(Ⅰ)あり 1.6％  

 

(２) 介護給付外のサービス利用料 

サービスの 

種類 
内    容 利用料金 

食 費 

・ 食事代。(食事負担限度額認定者は、負担限

度額となります) 

・ ご利用者様のご希望される、特別な食事に要

した金額、ジュースや果物・栄養補助食品・

トロミ剤等は実費になります。 

1,445円 

 

内 訳 

朝食 360円 

昼食 580円 

夕食 505円 

他 実費 

居住費 

・ ご利用する多床室、又は従来型個室の室料 

(居住費負担限度額認定者は、負担限度額とな

ります) 

個室：1,171円 

多床室：855円 

日常生活品 

・ 施設が一律に提供している品目等以外で、個

人専用の日用品の購入代金。(寝具や衣類、

コーヒーなどの嗜好品) 

・ テレビレンタルに関しては電気代を含む費用

になります。 

実 費 

 

1日/50円 

余暇活動 

・ 個別的な外出に要する費用。 

・ 個人の趣味等に資する制作材料費。 

・ ホーム喫茶等の行事。 

・ 実費負担時は事前に連絡します。 

実 費 
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お預かり品 

・ 各種保険証等は、ご了解の上、入所時にお預

かりし、事務室の金庫で安全に保管いたしま

す。(ご家族管理が困難な際) 

無 料 

医療費 
・ 感染症流行時の個人の感染予防に関する費用 

・ 個人の資する治療目的に要する衛生材料。 
実 費 

（３）特定入所者介護サービス費について 

   所得に応じた低額の負担限度額を設けることにより、低所得者の負担軽減が図

られます。対象者は利用者様負担第１段階から第３段階までの方。（１日分） 

申請は市町村の窓口となります。 

 

 

利用者様負担額 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食費 ３００円 ６００円 １，０００円 １，３００円 １，４４５円 

居住費 

（従来型個室） 
３２０円 ４２０円 ８２０円 ８２０円 １，１７１円 

居住費 

(多床室） 
０円 ３７０円 ３７０円 ３７０円 ８５５円 

 

（４）社会福祉法人による、利用者様軽減制度について 

市町村民税が非課税であって、その方の収入や世帯状況、利用者様負担等を総

合的に勘案して、生計困難であると、市町村が認めた方が対象になります。申請

は市町村の窓口です。対象者は施設に認定証を提示願います。 

 

（５）利用料金のお支払方法 

ご利用になられましたサービス料金は、1ヶ月毎に計算し、翌月 8日までにご請 

求申し上げますので、１５日までお支払いください。サービス利用料金の支払いが  

１ヶ月以上遅延し、更に１ヶ月後の勧告にも関わらず支払われない場合は、施設退 

所を願うことになります。 

振込先 銀行 七十七銀行 西多賀支店  普通 ５２９９５４３ 

口座名  社会福祉法人 宮城県福祉事業協会 

     老人短期入所事業(茂庭苑) 苑長 若松 覚 

ゆうちょ

銀行 

記号１８１００  番号３５４２１５１ 

老人
ろうじん

短期
た ん き

入所
にゅうしょ

事業
じぎょう

茂庭
も に わ

苑
えん

 

銀行口座引落し 
七十七銀行口座のみの対応になります。 

引き落とし日は１５日、手数料（100円税別）がかかります。 

現金支払い 施設に現金を直接お支払いいただくこともできます。 
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１０ 苦情・要望等申立先 

当施設ご利用 

相談室 

 

窓口担当者   生活相談員  菅田 和美 

苦情解決責任者 苑   長  若松 覚 

ご利用時間  毎日 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法   電話  ０２２－２８１－１３３０ 

ご意見箱を玄関に設置しております。 

第三者委員 

（茂庭台地区社協活動推進委員） 

佐藤 富士夫 太白区茂庭台五丁目７番２６号 

       電話  ０２２－２８１－１０２０ 

（法人評議委員） 

佐藤 美和子 太白区坪沼字寺山 1番地 

       電話  ０２２－２８１－２８３１ 

仙台市介護事業 

支援課 

 

〒980-8671  仙台市青葉区国分町 3丁目７－１ 

電話  ０２２－２１４－８３１８ 

仙台市太白区役所 

介護保険課 

〒982-8601  仙台市太白区長町南３丁目 1－１５ 

電話  ０２２－２４７－１１１１ 

宮城県国民健康保険

団体連合会 

〒980-0011  仙台市青葉区上杉 1丁目 2－3 

電話  ０２２－２２２－７７００ 

宮城県社会福祉協議会

運営適正化委員会 
〒980-0011  仙台市青葉区上杉 1丁目 2－3 

電話  ０２２－７１６－９６７４ 

 

１１ 記録の作成及び保管期間 

 

利用者様に対するサービス提供についての記録を作成します。記録はサービス終了後、 

５年間保管いたします。 

 

 

１２ 入居中の医療の提供について 

 

    医療を必要とする場合は、ご利用者様の希望により、下記の医療機関において診

察や入院治療を受けることもできます。（ 但し、協力医療機関での優先的な診察、

入院治療を保障するものではありません。また、協力医療機関での診察・入院治療

を義務づけるものでもありません。） 

 

協力医療機関 

医療機関の名称  （医） 社団 康陽会 中嶋 病院 

院長・理事長名  院長 富永 剛    理事長 中嶋 康之 

所在地  仙台市宮城野区大梶 15番 27号 

電話番号  ０２２－２９１－５１９２ 

診療科目  総合病院 

入院設備  ベッド数  150床 救急指定の有無 有 

契約概要 
 協力病院として、利用者様の病状に変化が発生した場合、可能

な範囲で受け入れを行います。 
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１３ 非常災害時の対策 

 

事業所では、非常災害その他緊急時の事態に備え、必要な設備を整えるととも

に、関係機関と連携を密にし、防災計画に基き年 2回以上、ご利用者様と職員の

訓練を行います。 

非常災害時の対応 
別途に定め 「 特別養護老人ホーム茂庭苑  消防計画 」  

に基づいて対応します。 

近隣との協力関係 近隣施設と、非常時の相互の応援体制を整えております。 

非常災害時の訓練 

別途に定める 「 特別養護老人ホーム茂庭苑  消防計画 」  

に則って、夜間及び昼間を想定した避難訓練を、利用者様の方も 

参加していただきます。 

 防災設備 

名称 個数等 名称 個数等 

スプリンクラー 

避難スロープ 

自動火災報知器設備 

誘導灯 

ガス漏れ報知器 

あり 

１ヵ所 

あり 

20ヵ所 

あり 

防火戸・シャッタ

ー 

屋内消火栓 

非常通報装置 

漏電火災報知器 

非常用電源 

２ヵ所 

あり 

あり 

あり 

あり 

防火管理者 
太白消防署への届け出    令和元年 10月 １日 

防 火 管 理 者     高野 大樹 

 

１４ 当施設をご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 

・ 原則、面会時間は、午前 8時 30分～午後 17時 30分までとし

ます。 

・ 面会用紙に記入され、面会札をお付け願います。 

・ ご来訪の際は、生物やお土産として置かないように願います。

なお、特別に持ち込みされる場合は、職員から許可を得てくだ

さい。 

・ 感染症等流行の恐れがある場合には、面会制限をする場合があ

ります。 

外出 
・ ショートステイ利用中の外出の際には、所定の用紙に記入し

職員に届け出をしてください。 

医療機関への受診

及び入院 

・ 受診の必要がある場合は、家族・代理人と協議の上、対応させ

ていただきます。 

・ 医療機関への受診時の付き添いは、ご家族の方にお願いをい

たします。但し、緊急時や早急な対応が必要な場合は、これに

限りません。 

・ 通院時にかかる医療費及び入院中の日用品は自費となりま

す。 

喫煙 
・ 喫煙は、原則屋内禁煙です。 

・ 所定の場所でお願い致します。 
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居室・設備器具の 

利用 

 

・ 施設内の居室や設備器具は、正しい使用法にしたがってご利

用ください。 

・ 故意に施設、設備を壊したり、汚したりした場合は、ご契約者

に代価相当をお支払いただく場合があります。 

・ 家電製品については、許可を得てからご利用願いますが、許

可できない場合もあります。 

迷惑行為など 

・ けんかや口論、騒音等、他の利用者様の迷惑になる行為は、ご

遠慮願います。また、介護サービスの限度を超える場合は退

所願います。 

・ 施設内での暴力行為、営利行為、宗教の勧誘及び政治活動は

禁止します。 

所持品の管理 
・ 衣類・寝具・所持品等、毎日使用するものについては、当施設

で責任ある対応をします。 

洗濯物 

・ 当施設で洗濯できるものは管理しますが、外部の個別クリー

ニングは実費負担となります。 

・ 但し、名前の明記が無く、紛失された際の責任は負いかねま

すので、ご了承ください。 

現金などの管理 
・ 自己管理の出来ない方は、事務所の金庫にて保管、預かり書

を発行します。 

動物飼育 ・ 施設内へのペットの持ち込みは、ご遠慮ください。 

過分なサービスの

要求等 

・ 法定給付内の基本的な短期入所介護計画書に則ったサービス

の提供はいたしますが、個々の資する過分なサービスの要求

や医療行為については、応じかねないものもございますので

ご了承ください。 

診断書の提出 

・ ご利用の事前に、診断書または、それと同等の医療情報の提

出をお願いします。 

・ 診断書、医療情報の状況によっては利用できないこともござ

います。 

 

１５ 身体拘束の禁止 

 

   原則、ご利用者様の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

   但し、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には、事前にご利用

者様やご家族への十分な説明を行い、同意を得ると共に、その対応と時間、ご利用者

様の心身の状況や緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１６ 事故発生時の対応 

 

サービス提供により、事故が発生した場合は、契約者と市町村及び関係機関への連

絡を行うなど所要の処置を講じ、事故の状況や事故への処置について記録し、賠償す

べき事故の場合には、賠償補償を速やかに行います。 
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１７ 賠償保障制度への加入 

 

(１) 当事業所では、サービス提供に伴って、事業所の責任により、ご利用者様の生命・

身体・財産に損害を及ぼした場合は、保障制度の範囲内において、誠意をもって対

応します。 

(２) ご利用者様が故意又は過失により、損害が発生した場合には、この限りではありま

せん。 

(３) ご利用者様のプライバシー等の確保で、守秘義務に違反した場合も同様とします。 

 

 

１８ 守秘義務等 

（１）施設の職員は、介護福祉サービスを提供する上で知り得た利用者様、及び家族に関

する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、この契約が終

了した後も継続します。 

 

（２）利用者様に係るサービス担当者会議や行政指導等の正当な理由がある場合は、事前

に同意を得た上で、個人情報を用いることができるものとします。 
 

 

 私は、本書面に基づいて職員（職名 主任生活相談員 氏名  菅田 和美   ） 

から、上記重要事項の説明を受けたことを確認し、同意します。 

   

 

 

 

令和     年     月     日 

 

 

利用者様       住所                           

             

  

氏名                 印  

 

 

 

契約者        住所                           

（身元引受人及び連帯保証人）               

 

氏名                    印   


